
 

頑張った分だけ、収入も守れる。 

農業の味方、収入保険 

収入保険 は、青色申告を実施している農業者を対象とした農産物の販売収入

全体を補償する制度です。 

災害などにより農業者の基準収入(※)の９割を下回った場合に、下回った額の

最大９割を補償します。 （※ 過去の平均収入や今後の収入見込みなどを基に算出） 

いわき市では、収入保険に初めて加入する 

市の認定農業者、認定新規就農者、地域計画の 

目標地図に位置付けられた農業者（個人・法人）の 

保険料自己負担額(※)の１/３を助成します。 

（補助上限額： 30,000 円／初回のみ） 

※ 保険料のうち国庫補助分を除いた額 

申請方法 

加入申請時、窓口で保険料助成申請書を併せて提出してください。 

【問い合わせ先】 

ＮＯＳＡＩ福島 中央支所 いわき出張所 ＴＥＬ： ０２４６－２４－１１６６ 

申請期間 

保険期間の前年１月から１２月まで 


